
資料４

農業女子プロジェクト 規約（案）

（名称）

第１条 このプロジェクトは、「農業女子プロジェクト」と称する。

（目的）

第２条 本プロジェクトは、女性農業者が日々の生活や仕事、自然との関わりの中で培っ

た知恵を様々な企業のシーズと結びつけ、新たな商品やサービス、情報を創造し、社会

全体に発信することで、農業で活躍する女性の姿を広く周知し、女性農業者の存在感を

高め、併せて職業として農業を選択する若手女性の増加に資することを目的とする。

（実施内容）

第３条 本プロジェクトは前条の目的を達成するため、次の取組を行う。

（１）農林水産省が「女性農林漁業者とつながる全国ネット（愛称：ひめこらぼ）」と

連携して、女性農業者とのコラボレーションに取り組む意向のある企業及び本プロ

ジェクトに参加する女性農業者の両者を引き合わせ、第７条の個別プロジェクトの

創出・実行を支援する。

（２）これらの開発プロセス、成果物（商品）の発表等のタイミングを捉えて、本プロ

ジェクト、個別プロジェクト及び女性農業者の活動等に関し、積極的かつ効果的な

情報発信を行う。

（３）本プロジェクトに係る情報発信を効果的に進めるため、次条による統一ロゴマー

クを積極的に活用する。

（統一ロゴマーク）

第４条 本プロジェクトの認知度を高めるとともに参加者の連帯感を高めるため統一ロゴ

マークを定め、関連商品への添付、イベントにおける掲示等情報発信において、積極的に

使用する。

２ 本プロジェクトの参加者は第２条の目的に反しない限り、基本的に統一ロゴマーク

を自由に使用することができる。

３ 使用にあたっては、マークの改造は行わない。

（推進体制）

第５条 本プロジェクトに推進会議を置く。

２ 推進会議の構成員は、第６条の手続を経た女性農業者、企業、団体及び農林水産

省経営局就農・女性課とする。

３ 本プロジェクトの推進に必要と認める場合には、２の構成員の他に、学識経験者等

の参加を求めることができる。



４ 推進会議においては、次の事項を取り扱う。

（１） 本プロジェクトの推進に係る情報交換

（２） 第７条の個別プロジェクトの実施状況等に係る情報交換

（３） 本プロジェクトに係る情報の外部への開示についての合意形成

（４） その他

５ 推進会議の開催に要する費用は農林水産省が負担する。ただし、出席者の旅費は、

自己負担とする。

６ プロジェクト及び推進会議の事務局は、就農・女性課内に置く。

（プロジェクトへの参画）

第６条 第２条の目的に賛同する女性農業者、企業、団体は本プロジェクトに参画するこ

とができる。

２ 女性農業者、企業及び団体は、プロジェクト参画の意思を書面又は電子媒体で表明す

ることにより、プロジェクトに参画する。

（個別プロジェクト）

第７条 本プロジェクトに参加する企業、女性農業者は、協同で新たな商品開発等のプ

ロジェクト（以下「個別プロジェクト」という。）を実施する。

２ 個別プロジェクトの実施に当たり、打ち合わせ等を行う際に発生する交通費、宿泊

費その他諸費用については、企業側が負担する。その他の費用負担、知的財産権の取

扱い等に係る契約を企業と女性農業者との間で個別に締結する。

３ 個別プロジェクトにおいて開発された商品、サービス、情報から生じた利益につい

ては、当該企業に帰属する。

４ 女性農業者の個別プロジェクトへの配属は、女性農業者の希望及び企業等の要望を

考慮した上で、事務局が決定する。

（機密保持）

第８条 本プロジェクトの実施において参画する構成員間で開示された秘密情報は、第５

条第４項第３号によりあらかじめプロジェクト構成員間で承諾を得た場合を除き、第三

者に開示、公表、漏洩等をしてはならない。

（個人情報の取扱い）

第９条 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき、本プロジェ

クト参画者の名簿については事務局で管理し、第三者には提供しない。

（成果について）

第１０条 個別プロジェクトの成果は、公表できるタイミングでそれぞれ発表するととも

に、推進会議の構成員にも共有する。

２ 個別プロジェクトの内容や達成状況に応じて、成果の発表を第 2 期以降に持ち越す

ことができる。



（実施期間）

第１１条 平成２６年１０月３１日までを第 1 期とする。

２ 第 1 期の終期にあたっては第 2 期以降の内容の検討を行うものとする。

附 則

本規約は平成２５年１１月６日から施行する。



 

 

「農業女子プロジェクト」ロゴマーク利用に関する規程 

 

 

第１ 目的  

この規程は、「農業女子プロジェクト」のロゴマーク（以下「マークという。」の利 

用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 使用条件 

  「農業女子プロジェクト規約」第６条の２によりプロジェクトに参画する女性農

業者、企業、団体はマークを利用することができる。 

  プロジェクト参画者以外の利用は事務局が許可した場合を除き、これを認めない。 

    

第３ 利用上の遵守事項 

  「農業女子プロジェクト規約」第２条の目的に反した使用をしない。また、マークの

信用、イメージを損なうおそれのある行為を行わない。 

   利用に際しては、別に定める「農業女子 ロゴマニュアル」の規定に従う。 

  

第４ 規程の改訂 

  本利用規程は、必要に応じて事務局にて改訂を行う。 

 

附則 

 本利用規程は平成２５年１１月６日より施行する。 

 

 



2

個別プロジェクトについて

資料５



井関農機株式会社

名称 夢ある‘農業女子’応援プロジェクト

目指すこと
　○幅広い栽培知識および農業機械の使用技術を提供し、
　また、女性農業者へ情報交換の場を提供することで、
　農業女子をサポートする。

内容

・農業機械・栽培技術のサポート部隊を設置し、作物・地域に合わせた効果的な農業機械
の選択・使用方法を提供すると共に栽培方法についてもサポートを行なう。
・また、作物別機械体系実習、農機メンテナンス研修、セミナー、Web等で女性の情報交換
の場を提供する。
（参加者の要望により内容は検討）

○農業の現場で困っていること。また、農業機械で困っていること、こんな機能があったらい
いなという生の声を聞かせていただきたい。

企業名

個別プロジェクト

農業女子／農業女子プロジェクトに期待
していること

1



株式会社エイチ・アイ・エス

名称 農業体験＆交流ツアープロジェクト

目指すこと
○食育、自然体験（教育）
○農業の良さ・可能性を発見（啓蒙）
○第二の故郷作り（交流）

内容 ○農業女子を訪問し、学び、体験するツアー

○農業のイメージ変え、可能性を広げていく
○農業×他業種のコラボレーションで、新しい市場を作る
○農業体験の楽しさを沢山の方に提供できる機会にしたい

農業女子／農業女子プロジェクトに期待
していること

企業名

個別プロジェクト
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株式会社　コーセー

名称 農業女子Beautyプロジェクト

目指すこと
○化粧品のキット使用後の感想（使用感・改善案など）をフィードバックいただくことで、アウトド
ア環境における使用者の声として社内で共有し、今後の商品企画・開発・改善に役立てま
す。

内容
○農業女子の就業環境に適した化粧品を年2回キットとして提供し、使用後の感想をフィード
バックいただきます。

○農業女子に期待すること：化粧品を通じて以下のフィードバックを求めます。
　　１. 「心・気持ち」の変化
        日々気持ちがどう変化していったか？
　　２．「効果」
       外的刺激（紫外線・乾燥）から肌を守ると、どのような効果を感じたか？
　　３．「モノ」としての評価
      使用感・効果はどうだったか？その中で気に入った「モノ」はあったか？
　　４．「夢」の提案　　もっとこうなれば・・・という新たな提案や改善案
　　５．「共有」　　　　　気に入った「モノ」や「コト」はＳＮＳやブログで発信

個別プロジェクト

企業名

農業女子／農業女子プロジェクトに期待
していること

3



ダイハツ工業株式会社

名称 農業女子×ダイハツ『“私の”軽トラック』プロジェクト

目指すこと

○高齢化・就業人口減少の進展やグローバル動向など今後の環境変化に対し、
「法人・企業・女性」を切り口にイノベーションを図る農業界の動きに合わせ、
農業女子の視点も取り入れた次世代の軽トラックを企画・開発し、
新規需要の掘り起こし・話題性喚起を図る。

内容
○農業女子の軽トラックの使用実態・ニーズの明確化と、それに基づく
魅力的な軽トラックの仕様・装備・意匠等の具現化

○農業女子
　自らの使用実態に基づいた、現行軽トラックへの評価・要望の提示および
ダイハツが提案する商品アイデアへの評価

○農林水産省
　農業女子とダイハツとの仲介、意見交換会の設定

農業女子／農業女子プロジェクトに期待
していること

企業名

個別プロジェクト

4



株式会社東急ハンズ

名称 教えて！農業女子プロジェクト

目指すこと
○農業女子の知恵に触れる場として店頭からの新しい情報発信を行う。
○取扱商品の新しいUSPを新しい視点で発見し、店頭を活性化させる。

内容

○歳時などのテーマに合わせて農業女子の生産品を利用したワークショップを店頭で開催。
商品の販売も同時に実施。
○メンバーカードなどの顧客に対して農業女子の圃場での農業や加工体験を実施。
○家庭菜園グッズ店頭などで農業女子ワークショップ等の開催。
○農業女子の悩みに対応可能な商品のモニターを依頼。一般生活者にも展開可能な商品
については、店頭でPOP等を使って農業女子の声を発信。

○農業以外の側面での農業女子の知恵を広く発信していきたいと考えています。
○他の参画企業との店頭コラボについても検討を行いたいと思っています。

農業女子／農業女子プロジェクトに期待
していること

個別プロジェクト

企業名
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日本サブウェイ　株式会社

名称 「農業女子的　野菜が喜ぶメニュー開発」プロジェクト

目指すこと

○野菜を通して日本人の「健康寿命」を伸ばす、という日本サブウェイのビジョンを具体化し
た商品の開発、提供。お客様へのサブウェイミッションの伝達、浸透。
○女性農業者の「食を扱う」「健康づくりに貢献する」職業者としての意識づけや意識向上へ
の寄与。

内容

○農業女子と一緒に野菜のおいしさや特徴を更に活かすことのできるサイドメニューを開発。
  ・メニュー開発にあたって、農業女子にも「日本サブウェイのミッション」や「フランチャイズと
いう業態」や「お客様に食品を提供する者としてのあり方」などを勉強してもらうために、セミ
ナーを開催する。
  ・その上で、サブウェイのサンドイッチを更においしく健康的に味わうためのサイドメニュー開
発を実施。

○農業女子
　食を扱う職業者としての共通域を持って、一緒にお客様の健康に寄与できるメニュー開発
を進めていきたい。
○農林水産省
　「農業女子プロジェクト」の広報活動を、各企業と連携して戦略的に展開することを期待。
○プロジェクト参画の他企業の皆さま
　適宜、情報交換を行い、お互いの活動が広くお客様に伝わるように効率的、効果的な連携
を行いたい。

農業女子／農業女子プロジェクトに期待
していること

企業名

個別プロジェクト
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株式会社　モンベル

名称 農業女子×モンベル　フィールドウェア開発プロジェクト

目指すこと
○快適でファッショナブルなウェアを発信することで、職業としての農業を選択する若手女性
の増加を目的とする。

内容

○モンベルで開発したフィールドウェア（農業用作業衣）を当プロジェクトに参加している農業
女子にモニター使用いただく。
○モニターの気付きやアイデア等を製品へフィードバックする。

○農業女子
モニター協力、商品訴求

○農林水産省
プロジェクト自体の訴求

農業女子／農業女子プロジェクトに期待
していること

企業名

個別プロジェクト
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リーガロイヤルホテル東京

名称 農業女子的！おもてなしプロジェクト

目指すこと
○農業女子の知恵や生産力を取り入れたサービスを企画し、お客様にご提供することで、農
業女子の活動と農業の力について知っていただく。

内容
○「野菜の力」×「健康」・「キレイ」をテーマに、農業女子プロデュースの宿泊プランを実施。
○レストランなどで、農業女子の生産物を使用したメニューを提供。
○農業女子による「野菜の食べ頃＆食べ方講座」などのイベントを開催。

○プロジェクト全体としての広報発信を行っていくこと
○農業女子に対して、お客様は健康、美容などに非常に興味を持っており、農業への関心も
高まっています。是非そのような方たちに対して、農業女子らしい提案を一緒につくっていき
たいと思います。

農業女子／農業女子プロジェクトに期待
していること

個別プロジェクト

企業名

8



株式会社　レンタルのニッケン

名称 女子的トイレ開発プロジェクト

目指すこと
○女性が進んで使いたくなる仮設トイレを農業女子と一緒に開発。
仮設トイレのイメージ刷新を図る。

内容

○農業女子の圃場でのトイレに関する現状をヒアリング。「困った」を理解する。
○レンタルのニッケンの持つ技術、シーズ等で改良可能なことを提案。農業女子の「困った」
を解決するためのヒアリング。
○現状の仮設トイレとは別に、新しい屋外トイレの未来を考える。

○プロジェクト全体の広報発信を積極的に行って欲しい。
○農業以外の分野でも、女性が進んで使いたくなるトイレのあり方を農業女子と一緒に考え
たい。
○トイレに限らず、農業現場でレンタルのニッケンのシーズをいかせるコラボを今後行っていき
たい。

農業女子／農業女子プロジェクトに期待
していること

企業名

個別プロジェクト

9



スタート 

• 基本計画書の作成（企業） 
• 農業女子メンバーの個別プロジェクトへの配属（ワーキングメン
バー）を決定（農水省） 

企画の 

練り込み 

• 企画会議・ヒアリング・モニター等（企業・ワーキングメンバー・農
水省） 

• 個別プロジェクトに関するアイディアの提案（農業女子メンバー
（特にワーキングメンバー）） 

成果 

• 新たな商品やサービス、情報の創出（企業） 
• 成果の発表（企業・農水省） 
• 農業女子メンバーから、成果に関する意見や今後のプロジェク
トへの期待等を募集（農水省） 

プ
ロ
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ェ
ク
ト
の
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や
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の
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マ
に
つ
い
て 

農
業
女
子
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バ
ー
か
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ア
イ
デ
ィ
ア
・意
見
を
募
集 

全体 

 ○個別プロジェクトの進め方（基本形） 
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今後の進め方について

１．広報活動について

（１）ロゴマークの活用

農業女子メンバーは、自分の名刺や商品、Facebook等、自らの工夫に

よりロゴマークを取り入れる。

参加企業は、本プロジェクトの成果物及び情報発信活動に積極的にロ

ゴマークを活用する。

（２）「農業女子プロジェクト」ホームページ等による情報発信

個別プロジェクトの進捗状況、農業女子メンバー紹介、季節のイベン

トに合わせた「農業女子的！○○の楽しみ方」等、プロジェクトの最新

情報を積極的に発信する。

（３）参加企業、農業女子メンバーと連携した効果的な広報活動

イベントや農業女子会の開催、参加企業の共同企画等、プロジェクト

参加の様々な主体と連携し多様な広報活動を実施する。

２．参加企業の募集について

農業女子とのコラボレーションが見込まれる企業から引き続き参加を

募る。幅広い業界からの参加を促し、農業女子の知恵から生み出される

新たな商品やサービス、情報のバリエーションを更に広げる。

募集の告知は、11月中に農林水産省ホームページ内（「農業女子プロ

ジェクト」について）に掲載する。

３．農業女子メンバーの募集について

農業を仕事とし、自らの経営や地域との関わり方などに志をもつ女性

を全国から募集し、農業女子メンバーを増強する。

募集の告知は、11月中に農林水産省ホームページ内（「農業女子プロ

ジェクト」について）に掲載する。

４．スケジュール（予定）

平成26年11月６日 第１回推進会議を開催

個別プロジェクト（第１期）開始

ホームページを開設

イベント等広報活動を開始

平成26年３月 第２回推進会議を開催

７月 第２期に向けて参加企業との検討開始

10月 第３回推進会議を開催

11月上旬 個別プロジェクト第１期終了、第２期開始

資料６
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一
年
後
の
「農

業
女
子
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ロ
ジ
ェ
ク
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①
農

業
女

子
と
い
う
言
葉
(職

業
）が

定
着
。

②
農

業
女

子
の
企

業
と
の
取
り
組
み
の
ビ
ジ
ネ
ス
化
。

・一
年

間
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
女
性
農
業
者
の

ビ
ジ
ネ
ス
感

覚
を
育
成
。

・個
人

、
グ
ル
ー
プ
で
の
企
業
と
の
多
様
な
取
組

が
ス
タ
ー
ト。

③
農

業
女

子
の
生
産
物
の
付
加
価
値
化
。

・粒
違
い
の
楽
し
さ
。

・ゆ
っ
く
り
育
て
た
お
い
し
さ
。

・
育

て
あ
げ
た
優

し
さ
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女性の能力の積極的な活用

対策のポイント
女性農業経営者の発展支援、女性による事業活用の促進、地域計画づくり

への女性参画の要件化等により、女性の能力を積極的に活用します。

＜背景／課題＞

女性は、農業や地域の活性化において重要な役割を果たし、６次産業化等の担い手と

しても大きく期待されており、その能力の発揮を一層促進する必要があります。

政策目標
地域農業の活性化や６次産業化における女性の能力の活用

＜主な内容＞

１．女性農業経営者の発展支援

○ 輝く女性農業経営者育成事業［新規］ ７６（－）百万円

意欲ある女性農業経営者による消費者への直接販売や商談会出展等を支援し、農

業経営や農村に変革をもたらす先鋭的な次世代リーダーを育成するとともに、女性

農業者の特徴ある取組についての情報発信を実施します。

また、各地域の女性農業者ネットワーク等と連携し、情報交換等を行いながら、

地域における有望な女性農業者の意欲を高め、全国レベルの活躍に誘導する取組を

実施します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２. 地域農業の活性化などにチャレンジする女性への支援

６１，３４６百万円の内数

経営体向けの補助事業については、女性農業者等の積極的活用が望まれることから、

女性農林漁業者のネットワーク等を通じて女性にこれら事業を活用できることを周知

徹底するとともに、女性や女性グループが積極的に採択されるよう配慮します。

○ 経営体育成支援事業 ５，０３０百万円の内数

○ ６次産業化支援対策 ３，６５１百万円の内数

※この他の事業においても、女性の取組の促進に配慮した措置を講じます。

３．「人・農地プラン」の企画・立案段階からの女性の参画促進

地域の中心となる経営体や地域農業のあり方等を定めた「人・農地プラン」の検

討に当たって、女性が概ね３割以上参画することとします。

[ お問い合わせ先：経営局就農・女性課 （０３－３５０２－６６００）]

［平成26年度予算概算要求の概要］
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事業名 事業内容 予算額等

輝く女性農業経営者育成
事業［新規］

次世代リーダーとなりうる先鋭的な女性経営者の育成及び農業で新たなチャレ
ンジを行う女性の経営発展を支援し、女性の活躍を発信。

76（-）百万円

総額　６１，３４６百万円の内数

事業名 事業内容 予算額等

経営体育成支援事業 人・農地プランに位置付けられた中心経営体等の育成・確保を図るために必要
な農業用機械等の整備を支援。

5,030百万円
の内数

　農業経営の多角化等に取り組む女性を含む団体等も助成対象とします。

６次産業化支援対策 ６次産業化ネットワークを構築して取り組む新商品開発や販路開拓等を支援。

　女性や女性グループが６次産業化ネットワークのメンバーとなって、女性の視
点を活かして実施する新商品開発や販路開拓等の取組について支援します。

強い農業づくり交付金 国産農産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに必要な共
同利用施設の整備等を支援。

33,422百万円
の内数

　女性が活躍しやすい部門である農産物加工に必要な施設整備については、女
性が主体の取組の場合に、面積と下限事業費の要件緩和をします。

都市農村共生・対流総合
対策交付金

農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、福祉等に活用する地域の手
づくり活動を支援。

2,300百万円
の内数

　「食」を活かしたグリーン・ツーリズムなど、女性が中心となった都市と農山漁
村の共生・対流につながる取組（地元食材を活用した新商品の開発・販売、農
家レストラン、農家民宿等）を支援します。

農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金

農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・交流促進のための活性
化計画の実現に必要な施設整備を中心とした総合的取組みを支援。

7,000百万円
の内数

　女性等の農林漁業経営、地域文化の伝承等能力発揮や地域住民の活動促
進に必要となる施設及び付帯施設整備（地域住民活動支援促進施設）を支援し
ます。

産地における水産業の強化に必要な施設等の整備を支援。

　女性等の活動支援のため、子供待機室、調理実習室、会議室等により構成さ
れる「女性等活動拠点施設」の整備を支援します。

「緑の雇用」現場技能者
育成対策事業のうち女性
林業者等定着支援

女性林業者の定着を支援するため、女性林業グループ等を対象に全国レベル
の交流会や優良活動事例等の情報提供を実施。

6,647百万円
の内数

沿岸漁業リーダー・女性
育成支援事業

漁村女性の資質向上のための研修・情報交換等を実施。また、漁村女性が取り
組む漁獲物の加工・販売や漁村コミュニティにおける様々な活動に対して支援。

45百万円
の内数

事業名 事業内容 予算額等

農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金

農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・交流促進のための活性
化計画の実現に必要な施設整備を中心とした総合的取組みを支援。

7,000百万円
の内数

計画申請時に、女性参画促進に向けた取組方針又は取組の有無を確認する事
とします。

森林・山村多面的機能発
揮総合対策

地域住民が中心となった民間活動組織が実施する、地域の森林の保全管理等
の取組に対し支援。

4,655百万円
の内数

本事業の活動内容を審査する地域協議会に女性が参画すること等を要件とし
ます。

3,651百万円
の内数

強い水産業づくり交付金
（産地水産業強化支援事
業）

3,250百万円
の内数

チャレンジする女性への支援のための施策

女性農業者等が積極的に採択されるよう配慮するもの等

事業の実施に当たり、女性農業者等の参画に配慮するもの

女性農業経営者の発展支援

5


	00.議事次第
	★出席者名簿
	資料１（農業女子プロジェクト概要）
	資料２（ロゴ）
	00.表紙1031
	農業女子pj＿吉田パート
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